
徳
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

徳
島
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
五
日

徳
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長

森

秀

司

徳
島
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
都
道
府
県
警
察
に
無
償
使
用
さ
せ
る
警
察
用
の
国
有
財
産
及
び
国
有
物
品
の
取
扱
い
に
関

す
る
総
理
府
令
」
を
「
都
道
府
県
警
察
に
無
償
使
用
さ
せ
る
警
察
用
の
国
有
財
産
及
び
国
有
物
品
の
取
扱

い
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中
「
物
品
管
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
九
号
）
第
九
条
第
五
項
に

規
定
す
る
」
を
「
物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
処
理
す
る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
四
項
中
「
二
週
間
以
上
引
き
続
い
て
」
を
削
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
物
品
供
用
員
」
を
「
物
品
供
用
員
（
以
下
「
物
品
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
供
用
中
の
物
品
」
を
「
供
用
中
の
物
品
（
消
耗
品
を
除
く
。
）
」
に
、
「
別
表
第
一
」
を
「
様
式

第
一
号
」
に
、
「
ち
ょ
う
付
」
を
「
貼
付
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
備
品
」
を
「
重
要
物
品
及
び
備
品
」
に
、
「
押
印
」
を
「
使
用
者
名
を
記
入
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
な
い
も
の
」
の
次
に
「
又
は
供
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
の
う
ち
」
の
次
に
「
、
供
用
の
必
要
が
な
い
又
は
」
を
加
え
、
「
物
品
不
用
決

定
書
」
を
「
供
用
不
適
品
等
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
物
品
出
納
員
又
は
物
品
供
用

員
」
を
「
物
品
管
理
職
員
」
に
、
「
物
品
修
繕
改
造
書
（
様
式
第
八
号
）
」
を
「
物
品
修
繕
（
改
造
）
書

（
様
式
第
九
号
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
物
品
返
還
書
（
様
式
第

八
号
）
に
よ
り
物
品
管
理
官
（
府
令
第
一
条
第
四
号
の
物
品
管
理
官
を
い
う
。
）
に
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
六
条
中
「
物
品
出
納
員
又
は
物
品
供
用
員
（
以
下
「
物
品
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
物
品

管
理
職
員
」
に
、
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
様
式
第
九
号
の
二
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

物
品
供
用
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
点
検
を
実
施
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
物
品
点
検
結
果
報
告

書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
よ
り
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
中
「
物
品
出
納
員
及
び
物
品
供
用
員
」
を
「
物
品
管
理
職
員
」
に
、
「
別
表
第
一
の
二
、

第
二
」
を
「
様
式
第
十
四
号
、
第
十
五
号
」
に
、
「
別
表
第
三
、
第
四
」
を
「
様
式
第
十
六
号
、
第
十
七

号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
八
号
」
に
改
め
、
「
、
後
任
の
物
品
管
理
職
員
と



と
も
に
記
名
し
て
押
印
し
」
を
削
り
、
「
物
品
出
納
簿
等
に
添
附
」
を
「
物
品
出
納
簿
又
は
物
品
供
用
簿

に
添
付
」
に
改
め
、
「
し
、
こ
れ
に
記
名
し
て
押
印
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
物
品
の
異
動
の
整
理
区
分
）

第
二
十
二
条

前
条
に
規
定
す
る
物
品
の
異
動
は
、
物
品
出
納
員
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
に
、
物
品
供
用

員
に
あ
っ
て
は
別
表
第
二
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
削
り
、
附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
二
表
を
加
え
る
。



別表第１(第22条関係)

物品出納員に係る整理区分

区分 区分に該当する場合

無償使用 物品管理官から無償使用した場合

供用 物品を物品供用員に供用する場合

供用換 物品の供用を他の物品供用員に移す場合

返納 物品を物品供用員から返納させる場合

返還 無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

亡失 物品の亡失について整理する場合

雑件 物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合



別表第２(第22条関係)

物品供用員に係る整理区分

区分 区分に該当する場合

受領 物品を物品出納員又は他の物品供用員から受領する場合

供用 物品を使用職員に供用する場合

引渡 物品を他の物品供用員に引き渡す場合

返納 物品を物品出納員に返納する場合又は物品を使用職員から返納させる場合

亡失 物品の亡失について整理する場合

雑件 物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合



様
式
一
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
別
表
第
二
の
次
に
様
式
と
し
て
次
の
十
八
様
式
を
加
え

る
。



様式第１号(第８条関係)

物品整理票

分 類 Ⅱ

品 目

番 号

供用場所

備考

１ この整理票の大きさは，縦3.6センチメートル，横5.5センチメートルを基準とす

る。

２ 番号欄は，物品番号及び品目ごとの所属別番号を付すること。

３ この整理票により表示し難いものについては，製造において取り付けた銘板等を

利用することや，極小な物品については，適宜の方法をもって表示するものとする。



様式第２号（第９条関係）

第 号

年 月 日

物品出納員
本 部 長 回 議 係 員

（会 計 課 長）

物品供用員
回 議 係 員 所 属 名

（所 属 長）

物 品 保 管 委 託 書

次のとおり保管委託をしてよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 品質･規格 数 量 保 管 委 託 期 間

年 月 日 から

年 月 日 まで

保管委託理由

保 管 所在地

委託先 委託先

保管委託条件

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)



様式第３号（第10条関係）

第 号 命 令 番 号 払出受領命令第 号

年 月 日 命令年月日 年 月 日

物品出納員
本 部 長 回 議 係 員

（会 計 課 長）

物品供用員
回 議 係 員 所 属 名

（所 属 長）

物 品 供 用 書

請求
次のとおり供用を する。

命令

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 品質・規格 数量 単位 摘 要

使用目的

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)



様式第４号（第11条関係）

第 号 命 令 番 号 引渡受領命令第 号

年 月 日 命令年月日 年 月 日

物品供用員
本 部 長 回 議 係 員

（会計課長）

物品供用員
回 議 係 員 受領所属名

（所属長）

物品供用員
回 議 係 員 払出所属名

（所属長）

物 品 供 用 換 書

請求
次のとおり供用換を する。

命令

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 品質・規格 数量 単位 摘 要

供用換の理由

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済(受) 物品供用簿登記済(払）

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)



様式第５号(第12条関係)

物 品 保 管 書

分 類 Ⅱ
品 目

細 分 類

品質・規格 物品番号

保 管 者 氏 名 受領年月日 返納年月日 摘 要

備考 1 この保管書は，毛布，出動服，鉄帽等のようなもので，物品供用員が保管し，

必要に応じ一時使用させるような物品については，作成しないことができる。

2 この用紙は，両面印刷とする。



様式第６号（第14条関係）

第 号 命 令 番 号 引渡受入命令第 号

年 月 日 命令年月日 年 月 日

物品出納員
本 部 長 回 議 係 員

（会 計 課 長）

物品供用員
回 議 係 員 所 属 名

（所 属 長）

物 品 返 納 書

してよろしいか。
次のとおり返納を

命令する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 品質・規格 数量 単位 摘 要

返納の理由

物品の現況

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)



様式第７号（第15条関係）

第 号

年 月 日

物品出納員
本 部 長 回 議 係 員

（会計課長）

供 用 不 適 品 等 報 告 書

報告する。

次のとおり供用不適品等を 返還してよろしいか。

返還を命ずる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

品 目 品質・規格 数 量 摘 要

返還理由

物品の現況



様式第８号（第15条関係）

第 号

年 月 日

物品管理官
徳島県警察本部長 殿

徳島県警察本部長

物 品 返 還 書

次のとおり物品を返還する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

品 目 品質・規格 数 量 摘 要

返還理由

物品の現況

物 品 管 理 簿 登 記 済 物 品 出 納 簿 登 記 済

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)



様式第９号（第15条関係）

第 号

年 月 日

物品出納員
本 部 長 回 議 係 員

（会 計 課 長）

物品供用員
回 議 係 員 所 属 名

（所 属 長）

物 品 修 繕 ( 改 造 ) 書

次のとおり修繕（改造）してよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 品質・規格 数量 単位 所要時期 摘 要

修繕（改造）理由 修繕（改造）条件

修繕（改造）内容

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 (記載者名) 年 月 日 (記載者名)



様式第10号(第16条関係)

第 号

年 月 日

徳島県警察本部長 殿

物品供用(出納)員

（所属名）

官 職 氏 名

物 品 亡 失 ( 損 傷 ) 報 告 書

次のとおり物品を亡失(損傷)したから報告する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 数量 単位 価 格 摘 要

１ 亡失(損傷)年月日，時及び場所

(1) 年月日時

(2) 場所

２ 事故の相手方

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 年齢

(4) 職業

３ 修理見積額及び修理の内容

４ 亡失(損傷)の原因となった事実の詳細

５ 亡失(損傷)事故発見の動機

６ 亡失(損傷)事故発見後の措置

７ 平素における管理の状況

８ その他の参考となる事項



様式第11号(第17条関係)

年 月 日

物品供用員 殿
（所属長）

使用職員

（所属名）

官 職 氏 名

使 用 物 品 亡 失 ( 損 傷 ) 報 告 書

次のとおり物品を亡失(損傷)したから報告する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

警 察 庁

物品番号 品 目 数量 単位 損 害 額 摘 要

亡 失 ( 損 傷 ) の 日 時 亡 失 ( 損 傷 ) の 場 所

年 月 日 時 分頃

亡失(損傷)の
の原因となっ
た事実の詳細

物品の亡失
(損傷)及び人
身の障がいの
状況

物品の亡失
(損傷)発見後
の処理状況

物品の亡失
(損傷)当時に
おける保管状
況

そ の 他 の
参 考 事 項



様式第12号(第19条関係)

年 月 日

徳島県警察本部長 殿

検査員 官 職 氏 名

立会人 官 職 氏 名

検 査 書

徳島県警察国有物品管理規則第18条第1項の規定により，次の者につき検査した

ところ□□□□物品管理をしているものと認める。

（所 属 名）

物品管理職員

官 職 氏 名

年 月 日から
管理期間

年 月 日まで

備考 交替の場合には，前任者の官職氏名及びその管理期間を明示すること。



様式第13号(第20条関係)

物 品 点 検 結 果 報 告 書

年 月 日

徳島県警察本部長 殿

物品供用員

所属名

官職

氏名

徳島県警察国有物品管理規則第20条の規定により，当所属で供用中の物品の使用状況に

ついて点検を行った結果は，下記のとおりであったので報告する。

点 検 実 施 日 年 月 日 （ 年度 第 四半期）

（前回の点検日） （ 年 月 日）

点 検 結 果

備 考



様式第14号(第21条関係)
物品出納簿(重要物品及び備品)

分類Ⅰ 分類Ⅱ 品目 単位

物 品 管 理 簿 物 品 出 納 簿

年 摘 異 動 高 現 在 高 摘 異動 現 在 高 供 用 内 訳 備
月日 数量

要 増 減 貸付 保 計 要 増 減 供 保 計 考
数量 価格 数量 価格 寄託 管 数量 価格 用 管

注 1 物品の分類及び品目別とする。
2 年月日欄は，当該異動のあった年月日を記入する。
3 摘要欄は，整理区分，命令番号，その他必要な事項を記入する。
4 価格欄は，重要物品のみ価格を記入する。
5 供用内訳欄は，供用所属等を記入し，必要に応じて増減することができる。
6 毎葉の余白がなくなった場合には，当該葉及び次葉の摘要欄に「繰越」と記入して繰越をするものとする。月計累計は不要とする。
7 毎年度末においては，摘要欄に「翌年度へ繰越」(年度間に異動のない場合を除く。)と記入して締切り，繰越しをするものとする。
8 年度末の締切りは，現在高に係わらず行うものとする。



様式第15号(第21条関係)

物品出納簿（消耗品）

分類Ⅰ 分類Ⅱ

品目 (単位)

年月日 摘 要 増 減 現 在 高

注 1 物品の分類及び品目別に別葉とする。

2 様式第14号の注に準じて記入する。



様式第16号(第21条関係)

物品供用簿（重要物品及び備品）

分類Ⅰ 分類Ⅱ

品目 (単位)

異 動 数 量 現 在 高

年月日 摘 要
増 減 供用 保管 計

備 考

注 1 物品の分類及び品目別に別葉とする。

2 様式第14号の注に準じて記入する



様式第17号(第21条関係)

物品供用簿（消耗品）

分類Ⅰ 分類Ⅱ

品目 (単位)

年月日 摘 要 増 減 使用者 現 在 高

注 1 物品の分類及び品目別に別葉とする。

2 様式第14号の注に準じて記入する。



様式第18号(第23条関係)

引 継 書

物品出納(供用)簿 冊

物品出納(供用)関係書類

（名 称） 冊

（名 称） 冊

上記帳簿類及び帳簿記載の物品を引継ぎする。

年 月 日

前任物品出納(供用)員

官 職 氏 名

後任物品出納(供用)員

官 職 氏 名



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

経
過
措
置

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
徳
島
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ

い
て
は
、
な
お
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


